
平成２２年４月１２日 栃木県保健福祉課

介護人材育成雇用促進（介護雇用プログラム）事業について

１ 目 的

本事業は、国の「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」に基づき、離職失業者等を介護施設

などで一定期間雇用し就労させることにより、離職失業者等の就業の機会を確保するとともに、介護な

どの現場で求められる介護福祉士やホームヘルパーの資格取得のための養成講座を受講させること

により、福祉・介護分野の人材の育成・確保を図ることを目的とします。

２ 内 容

（１）県と福祉・介護施設などの設置事業者が緊急雇用創出委託契約を締結します。

委託料として事業者あてに県から、契約期間中の賃金及び養成講座受講料等が支払われます。

（２）受託した事業者は、離職失業者等と期間を定めた雇用契約を締結した上で、離職失業者等に、介護

業務に従事しながら、勤務の一部として、資格取得のための養成講座を受講していただきます。

【雇用期間】 介護福祉士資格取得の場合：２年以内

ホームヘルパー２級の資格取得の場合：１年以内

事業スキーム
県

緊急雇用創出委託契約 ・講座受講中を含め、雇入れ期間中の対象者の賃金

・養成機関における受講料 等

福祉・介護施設 養 成 施 設

講座受講・介護労働

を業務指示○通常通学時

養成機関における日課 介護福祉士

離職失業者等終了後、要介護者への

介護労働 ホームヘルパー

○通常通学時 ２級有期雇用契約

介護福祉士２年以内一般職員と同様のシフト

ホームヘルパー１年以内

就職斡旋等

ハローワーク、福祉人材センター 等

３ 問い合わせ先

〔事業全般に関すること〕 栃木県保健福祉部 保健福祉課 人材育成担当 028-623-3152

〔介護保険等に関すること〕 高齢対策課 施設担当 028-623-3057

同 介護保険班 028-623-3149

障害福祉課 施設福祉担当 028-623-3059
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障害者自立支援法等に係る利用者負担の軽減について  

○障害者福祉制度に関しては、障害者自立支援法を廃止し、利用者の応能負担を基本   
とする新たな総合的な制度をつくることとしている。   

→応能負担への第一歩として、低所得（市町村民税非課税）の障害者等につを  
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化。  

○ 施行期日（予定）  4月1日   

→ 関係政省令・告示は、3月下旬に改正し、公布する予定。  

（参考：現行の利用者負担一覧）※原則として費用の1割を負担。ただし、以下のとおり負担の上限額を設定。  

市町村民税非課税世帯  
一般（市町村民税課税世帯）   

生活保護  市町村民税所得害り  
世帯の範囲  

区分  
世帯  

低所得1   低所得2  16万円→  28万円→  46万円→  46万円超  者   

福祉サービス（居宅・通所）   
0円  1．500円   

3，000円  

通所：1，500円  
9，300円  37，200円  

【障害者】  

福祉サービス（居宅・通所）   
0円  1，500円   

3，000円  

通所：1β00円  
4，600円  37，200円   

【障害児】  
住民  

福祉サービス（入所施設等）   個別減免  個別減免  
37，200円   

本人   

【障害者】   
0円  

0円～15，000円   0円～24，600円  
及び     台帳上  

配偶者  

福祉サービス（入所施設等）   
0円  3，500円   6，000円  9，300円  37，200円   

【障害児】  

全額  
補装具   0円  15，000円   24，600円  37，200円  

自己負担  

l  低所得の利用者負担を無料化  

45

0229059
テキストボックス
障害保健福祉関係主管課長会議資料（平成２２年３月４日開催）より 

0229059
テキストボックス
資料３



○ 利用者負担の軽減の具体的な内容等について  

・所得階層の低所得1・2に該当する障害者及び障害児の保護者に係る、次に掲げる利用者負担   

を無料化。   

① 障害福祉サービス（療養介護医療を除く。以下同じ。）に係る利用者負担   

② 障害児施設支援（障害児施設医療を除く。以下同じ。）に係る利用者負担   

③ 補装具に係る利用者負担  

利用者負担の軽減に閲し、以下に留意されたい。  

①特別対策（平成19年4月）又は緊急措置（平成20年7月）において軽減の対象ではなかった、  

入所施設やグループホーム、ケアホーム等を利用している20歳以上の障害者や、補装具費の   
支給を受ける障害者等も対象。  

②補足給付（特定障害者特別給付費、特定入所障害児食費等給付費等）については、   
引き続き、従前と同じ方法により算出。   

※ 今回の措置により、障害福祉サービスに係る利用者負担が無料となるが、その分の額を  

補足給付から減らすことなどは行わない。  

③療養介護医療又は障害児施設医療に係る利用者負担については、今回の軽減の対象外で   
あることから、従前と同じ方法により算出。   

※ 療養介護又は障害児施設支援に係る利用者負担は、「福祉部分」、「医療費部分」及び   

「食事療養」で構成。   

→ 今回の措置は、このうち「福祉部分」の負担を無料化するもの。   

「医療費部分」及び「食事療養」に係る利用者負担は従前と変わらない。   
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